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第1研修

1中央研修

（1）業務内容に応じた専門性･能力の向上等を目的とした研修

1

番号 名 称 目 的 実施時期 期間 場所 人員 備考

1

家事実務研究会

※司研合同

家事事件の運用上の諸
問題について研究及び

討議を行うことにより
職務遂行能力の向上を
図り、もって適正かつ
迅速な審理、判断に資
する ◎

7． 11． 5（水）
~11. 7(金）
(リモート）

3日

司法研修所
及び

裁判所職員
総合研修所

約
100

家裁で家事事件
を担当する書記
官、家裁調査官

2

少年実務研究会

※司研合同

少年事件の運用上の諸
問題について研究及び
討議を行うことにより
職務遂行能力の向上を
図り、もって適正かつ
迅速な審理、判断に資
する 。

7． 9． 10（水）
~9. 12(金）
(リモート）

3日

司法研修所
及び

裁判所職員
総合研修所

約
100

家裁で少年事件
を担当する書記
官、家裁調査官

3
民事実務
研究会

第1回

※司研合同
0○●｡●｡｡●●●■■■●●●●●■｡●●q

第2回

※司研合同

を検討中
､●○●D■■●■●■■■■■q･●●●●●■

第3回

民事事件の運用上の諸
問題について研究及び

討議を行うことにより
職務遂行能力の向上を
図り、 もって適正かつ
迅速な審理、判断に資
する ◎

ｊ
ｊ
月
火
ｌ
Ｉ
６
７
１
１

●
●

６
６
孤
一

(リモート）

7． 12． 5(金）

(リモート）

8． 2．20(金）

(リモート）

2日

1日

1日

司法研修所
及び

裁判所職員
総合研修所

裁判所職員
総合研修所

約50

し●0｡●｡G●●●●由■

約50

約50

高・地・簡裁で

民事事件を担当
する書記官

4

刑事実務研究会

※司研合同

刑事事件の運用上の諸
問題について研究及び

討議を行うことにより
職務遂行能力の向上を

図り、もって適正かつ
迅速な審理、判断に資
する ◎

ｊ
ｊ
月
火
く
く
６
７
１
１

●
。

６
６
孤
一

(リモート）

2日

司法研修所
及び

裁判所職員
総合研修所

約60
高・地・簡裁で
刑事事件を担当
する書記官

5

家事特別研究会

※司研合同

後見関係事件等の運用
上の諸問題について研

究及び討議を行うこと
により職務遂行能力の
向上を図り、 もって適
正かつ迅速な審理、判
断に資する｡

7.10. 1(水）
～10． 2(木）
(リモート）

2日

司法研修所
及び
裁判所職員
総合研修所

約50
家裁で後見関係
事件を担当する
書記官
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番号 名 称 目 的 実施時期 期間 場所 人員 備考

6

家庭裁判所
調査官
特別研修

第1回

第2回

第3回

行動科学等の更なる専
門性の獲得及び深化を
図り、現場の調査事務
の質向上に寄与させ、
的確な調査事務を追求
する能力の発展を図
る ◎

7. 10. 14(火）
~10.16(木）
(リモート）

7．12． 3（水）
~12. 5(金）

ｊ
ｊ
水
金
ｌ
く
１
３
２
２
Ｌ
Ｌ
８
－

(リモート）

3日

3日

3日

裁判所職員
総合研修所

約50

l●0●●Doq●●oDq

約40

ID●●●●●C●●●●①

約50

家庭裁判所調査
官実務研修又は
令和4年度以前
の家庭裁判所調
査官応用研修を
終了した者

7
家庭裁判所調査官
応用研修

専門的知識及び技能を

応用して、複雑困難な
事件についても円滑な
調査事務の遂行を確保
できる能力の向上を図
る ◎

ｊ
ｊ
火
金
く
く
１
４

７
７
Ｚ
一 4日

裁判所職員
総合研修所

未定

家裁調査官任官
後、 3年以上経
過した者のうち

家庭裁判所調査
官実務研修又は
家庭裁判所調査
官応用研修を終
了していないも
の

8 速記官中央研修

裁判所が当面する諸問
題に関する理解を更に
深めさせるとともに、
裁判部の一員としての
職務意識の高揚を図
る ◎

ｊ
ｊ
水
木
く
Ｉ
５
６
２
２

６
６
孤
一

(リモート）

2日
裁判所職員
総合研修所

約20

速記官（速記管
理官及び速記副
管理官を除
く。 ）

9 執行官実務研究会

社会の変化に的確に対
応できる事務処理能力
を身につけるととも
に、前例のない特殊困
難な事案等に対応でき
る知識や論理的思考力
を養う。

ｊ
ｊ
水
金
ｌ
Ｉ
５
７
２
２
２
２
８
－ 3日

裁判所職員
総合研修所

未定 執行官

10 新任執行官研修

職務遂行に必要な知識
を付与することによ
り、執務能力の向上と
職務意識の高揚を図
る 。

ｊ
ｊ
火
金
く
く
０
３
２
２

５
５
尿
へ 4日

裁判所職員
総合研修所

未定

令和6年4月2

日以後に執行官
に任命された者
又は執行官事務
取扱書記官に指
定された者



イ事務局事務に関するもの
弱員乃 中間日型

(イ)中間管理職員を対象者とするもの

’
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番号 名 称 目 的 実施時期 期間 場所 人員 備考

11
研修指導
研究会

第1回

第2回

高裁委嘱研修、各庁委
嘱研修及び自庁研修の
指導者を養成する。

7． 5．28（水）
～5．30(金）

ｊ
ｊ
月
水
く
く
１
３

●
●

２
２
１
１
Ｋ
一

(リモート）

3日

3日

裁判所職員
総合研修所

約50

､●G●●■■●●●●■■

約50

次席書記官、総
括主任書記官、
主任書記官、訟
廷管理官、訟廷

副管理官、裁判
員調整官、裁判
部企画官、次席
家裁調査官、総
括主任家裁調査
官、主任家裁調
査官、総括企画

官、課長、文書
企画官、企画
官、課長補佐、
専門官

番号 名 称 目 的 実施時期 期間 場所 人員 備考

12
実務指導
研究会

民事

刑事

家事

書記官ブラッシュアッ
プ研修の指導者を養成
する 。

①7． 5． 9（金）
（リモート）
②7. 5. 14(水）

①7． 5． 9（金）
（リモート）

②7. 5. 15(木）

①7． 5． 9（金）
（リモート）
②7. 5. 15(木）

2日

2日

2日

裁判所職員
総合研修所

約50

■●O●●t●●●｡●●●

約50

、■●●●●■･●●■●●

約40

書記官ブラッシュ
アップ研修の講
師となる予定の
者

13
情報セキュリティ
研 修

各庁において、情報セ
キュリティインシデン
ﾄ対応の責任者や職員
の情報セキュリティリ
テラシー向上の旗振り
役を担う管理職員に対
し、専門知識や最新の
知見を習得させる。ま
た、事例検討などを通
じて、実際に情報セ
キュリティ事故が発生
した場合の対処能力等
の向上を図り、情報セ
キュリティ事故を未然
に防止するための方策
の立案・実施に向けて
考える力を身に付けさ
せる ｡

7.11.19(水）
(リモート）

1日
裁判所職員
総合研修所

０
０
６
８
約
一
助する者（管理
職以上の者）

番号 名 称 目 的 実施時期 期間 場所 人員 備考

14

係長等

（総務担当）
研 修

職務遂行に必要な知識
及び技能を付与するこ
とにより執務能力の向
上と職務意識の高揚を
図る 。

①7.9.24（水）
（リモート）
②7. 10. 2(木）
~10. 3(金）

3日
裁判所職員
総合研修所

約50

高・地・家裁本
庁の総務事務を
担当する係長、
専門職



ウ管理業務に関するもの
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番号 名 称 目 的 実施時期 期間 場所 人員 備考

15

係長等
（人事担当）
研 修

職務遂行に必要な知識
及び技能を付与するこ
とにより執務能力の向
上と職務意織の高揚を
図る 。

①7. 10. 14(火）
(リモート）

②7.11.5(水）
~11.6(木）

3日
裁判所職員
総合研修所

約70

高・地・家裁本
庁の人事事務を
担当する係長、
専門職

16

係長等
（会計担当）
研 修

職務遂行に必要な知識
及び技能を付与するこ

とにより執務能力の向
上と職務意識の高揚を
図る 0 ．

①7. 11. 11(火）
~11. 12(水）

(リモート）
②7. 11. 17(月）
~11. 18(火）

4日
裁判所職員
総合研修所

約60

高・地・家裁本
庁の会計事務を
担当する係長、
専門職又は営繕
専門職（最高裁
を含む。 ）

17
訟廷管理係長
研 修

訟廷管理係長として職
務を遂行するために必
要な知識及び技能を付

与することにより、執
務能力の向上と職務意
識の高揚を図る。

7 ● ① 5. 16(金） 1日
裁判所職員
総合研修所

約20

令和7年4月1
日付けで訟廷の
管理係長に任命
された者

18
研修事務担当者
研 修

研修の企画、実施等に
必要な知職及び技能を
付与することにより、
執務能力の向上と職務
意識の高揚を図り、
もって高裁委嘱研修、
各庁委嘱研修及び自庁
研修の充実を図る。

7． 6． 11(水）
～6． 12(木）

2日
裁判所職員
総合研修所

約40

研修事務を担当
する高･地･家裁
の係長､専門職、
主任

19
情報処理
研 修

情報化の推進に向け
て、職員全体のレベル
アップを図るための指

導的役割を果たす者を
広く養成する。

7． 9． 18(木）
(リモート）

1日
裁判所職員
総合研修所

約
、

情報化の推進に
指導的役割を果
たすことが期待
される行（一）

職員（家裁調査
官を除く。 ）

番号 名 称 目 的 実施時期 期間 場所 人員 備考

20

トップマネ
ジメント

研究会

第1回

第2回

トップマネジメントに

必要な指導監督等に関
する研究を行うことに
より、総合的な組織運
営能力の向上を図る。

7. 9. 16(火）
(リモート）

7． 9．29(月）

(リモート）

1日

1日

裁判所職員
総合研修所

約
280

約
卵

地・家・簡裁の
首席家裁調査
官、首席書記
官、事務局長
(全員）

地・家・簡裁の
首席家裁調査
官、首席書記
官、事務局長

21

首席

家庭裁判所
調査官
研究会

第1回

第2回

首席家裁調査官として
必要な指導監督等に関
する研究を行うことに
より、総合的な組織運
営能力の向上を図る。

ｊ
ｊ
月
火
Ｉ
く
１
２

９
●

９
９
弧
一

(リモート）

7. 11. 11(火）
~11. 12(水）
(参集又はり
モート）

2日

2日

裁判所職員
総合研修所

8

b●●①O●●●｡●｡｡●

約
50

高裁所在地の首
席家裁調査官

●、｡｡｡●●■○甲｡●●●●●●●●●●●qDD●■■●●●●■■■Gd

首席家裁調査官
(全員）
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番号 名 称 目 的 実施時期 期間 場所 人員 備考

22

管理者研究会
（組織運営）

※司研合同

支部運営を始めとする
組織運営に関する研究
及び討議を行うことに
より、幹部職員として
の管理能力の向上と意
識の高揚を図る。

①7. 5.20（火）
（リモート）
②7． 6． 5(木）
～6． 6(金）

(リモート）

3日

司法研修所
及び

裁判所職員
総合研修所

未定

次席書記官、次
席家裁調査官、
総括主任家裁調
査官(次席家裁
調査官の経験が
ある者)､次長

23

裁判部
ゼネ ラ ﾉレ

マネジメント
研究会

次席家裁調査官、次席
書記官又は総括主任家
裁調査官として必要な
指導監督に関する研究
を行うことにより、管
理能力の向上と意識の
高揚を図る。

7. 11.27(木）
(リモート）

1日
裁判所職員
総合研修所

未定

地･家･簡裁の次
席書記官（地裁
の次席書記官の
併任を受けてい
る簡裁の首席書
記官を含む。 ）、
次席家裁調査
官、総括主任家
裁調査官

24 次席書記官研究会

次席書記官として必要
な指導監督等に関する
研究を行うことによ

り、管理能力の向上と
意識の高揚を図る。

①7． 7． 8(火）
（リモート）
②7. 11.27(木）
（リモート）

2日
裁判所職員
総合研修所

未定

地･家･簡裁の次
席書記官（地裁

の次席書記官の
併任を受けてい
る簡裁の首席書
記官を含む｡）

25

次 席
家庭裁判所調査官等
研究会

次席家裁調査官又は総
括主任家裁調査官とし
て必要な指導監督に関
する研究を行うことに
より、管理能力の向上
と意識の高揚を図る°

①7． 9． 8（月）
（リモート）

②7.11.28(金）
（リモート）

2日
裁判所職員
総合研修所

未定
次席家裁調査
官、総括主任家
裁調査官

26 管理者研究会

幹部職員として、その
職務を遂行するために
必要な広い視野と高い
識見を習得させるとと
もに、当面する諸問題
の研究及び討議を行う
ことにより、管理能力
の向上と意識の高揚を
図る ｡

①7. 4. 15(火）
～4． 17(木）
(リモート）

②7. 4.21(月）
～4．22(火）

5日
裁判所職員
総合研修所

未定

新たに局長（高
裁を除く。 ）、次
長、事務部長、
首席書記官、次
席書記官、総括
主任書記官、首

席家裁調査官、
次席家裁調査
官、総括主任家
裁調査官、首席
技官(最高裁)、
次席技官(最高
裁)等に任命され
た者



平間日型
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番号 名 称 目 的 実施時期 期間 場所 人員 備考

27
中間管理者
研修I

第1回

、●●■■■■■■■●■■■■■●●■●●●q

第2回

b●■,｡｡●●●●｡｡●●●｡●●･●DDO

第3回

第4回

中間管理者として、そ
の職務を遂行するため
に必要な高い識見及び
管理技法を習得させる
ことにより、職務意識
の高揚と管理能力の向
上を図る･

①7． 9． 4(木）
～9． 5(金）

(リモート）
②7. 10. 7(火）
～10． 8(水）

①7． 9． 4(木）
～9． 5(金）
(リモート）

②7．10. 9(木）
~10. 10(金）

①8. 1.14(水）
~1. 15(木）
(リモート）
②8． 2． 3(火）
～2． 4(水）

①8. 1.14(水）
～1．15(木）
(リモート）

②8． 2． 5(木）
～2． 6(金）

各
4日

裁判所職員
総合研修所

約
100

b●e●●●●●｡●CQq

約
100

､■●■●●■､■eG●●

約
100

卜●B■■G●■■■■■●

約
100

昇任後おおむね
7年未満の主任
書記官若しくは

主任家裁調査
官、速記管理
官、速記副管理
官、課長補佐、
専門官、班長又
は主任技官の職
にある者

28
中間管理者
研修Ⅱ

第1回

第2回

中間管理者として困難
な職務を遂行するため
に必要な広い視野と高
い識見及び管理技法を
習得させることによ
り、職務意識の高揚と
管理能力の向上を図
る 。

①7. 10.21(火）
（リモート）
②7. 10.23(木）
～10.24(金）
(リモート）

①7.10.21(火）
（リモート）

②7. 10.27(月）
～10.28(火）
(リモート）

各
3日

裁判所職員
総合研修所

未定

訟廷管理官、訟
廷副管理官、裁
判員調整官、裁
判部企画官、課
長、文書企画
官、企画官、首

席技官、営繕企
画官（最高裁）
又は昇任後おお
むね7年以上経
過した主任書記
官若しくは主任
家裁調査官の職
にある者

29
裁判部企画官
任命前研修

裁判部企画官として職
務を遂行するために必
要な広い視野と高い識
見を習得させることに
より、職務意識の高揚
を図る°

8． 3．19(木）
(リモート）

1日
裁判所職員
総合研修所

未定

令和8年4月1
日に裁判部企画
官に任命予定の
者

30

主 任 、
家庭裁判所調査官
研 修

主任家裁調査官として
必要な指導監督能力の
向上及び管理者意識の
高揚を図る･

7． 6．23（月）
～6．25(水）
(リモート）

3日
裁判所職員
総合研修所

未定 主任家裁調査官
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2高裁委嘱研修

(1)業務内容に応じた専門性･能力の向上等を目的とした研修

7

番号 名 称 目 的 実施時期 期間 場所 人員 備考

31
総合職採用職員
初任研修

将来の幹部職員の候補
者としての自覚を促
し、職務意識の高揚を
図る 。

7． 4． 4（金）

～4． 8(火）
3日
裁判所職員
総合研修所

未定

令和6年度裁判
所職員採用総合
職試験の合格者
で、新たに採用
されたもの

番号 名 称 目 的 実施時期 期間 場所 人員 備考

32
CA研修

実務試験

前期
研修

実務
研修

､●●｡●●●e●●■■qoCD■■■G巳●●

後期
研修

書記官の執務に必要な
学識及び実務知識並び
に職務遂行能力の有無
を判定する。

ｊ
ｊ
月
金
く
く
３
１
２
１

●
●

６
７
斌
一

ｊ
ｊ
月
金
く４
５
１
１

■
●

７
８
孤
へ

7． 8．18（月）
～9． 5(金）

15日

23日

15日

裁判所職員
総合研修所

実務研修
実施庁

裁判所職員
総合研修所

未定

裁判所書記官任
用試験の第2次
試験に合格した
者

番号 名 称 目 的 実施時期 期間 場所 人員 備考

33

書記官
ブラッシュアップ

研 修

中堅書記官に求められ
る思考力・表現力等を
執務で十分に発揮でき
るよう、基本的資質・
能力を磨き、執務の質
の向上につなげる契機
とする。

7月から9月

までの間で実
施機関が適宜
決定

5日

裁判所職員
総合研修所

(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

未定

書記官任用資格
取得後5年以上
の者（中間管理
者以上の者を除
く。 ）

34
家庭裁判所調査官
実務研究会

家庭事件の調査上の諸
問題について研究及び

討議を行うことによ
り、調査実務の充実及
び改善に寄与させる。

実施機関が
適宜決定

3日

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

未定
主任家裁調査
官、家裁調査官

番号 名 称 目 的 実施時期 期間 場所 人員 備考

35

次 席

家庭裁判所調査官等
実務研究会

高等裁判所で実施する
委嘱研修及び高裁ブ
ロック研修の運営等に
ついて研究及び討議を
行うことにより、研修
等の充実及び改善に寄
与させる。

実施機関が
適宜決定

1日

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

未定
次席家裁調査
官、総括主任家
裁調査官



腱rハ塁

(2)階層に応じた資質･能力の向上等を目的とした研修

8

番号 名 称 目 的 実施時期 期間 場所 人員 備考

36 事務官専門研修

総務、人事、会計及び
裁判部の各分野につい
て、その事務を処理す
るために必要な専門的
知識及び技能を付与す
ることにより、中核的
役割を果たしている事
務官の執務能力の向上
を図る･

実施機関が
適宜決定

2～

3日

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

未定

採用後7年以上
の行（－）事務
官（専門官以上
の職にある者を

除く。 ）又は営
繕専門職（最高
裁を含む。 ）

番号 名 称 目 的 実施時期 期間 場所 人員 備 ・考

37
新任中間管理者
研 修

職務遂行に必要な管理
能力及び管理技法を付
与することにより、中
間管理者としてふさわ
しい職員を養成する。

実施機関が
適宜決定

5日

※1

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

未定

新たに主任書記
官、訟廷管理
官、訟廷副管理
官、裁判員調整
官、裁判部企画
官、主任家裁調
査官、速記管理
官、速記副管理
官、課長、文書
企画官、企画
官、課長補佐、
首席技官、班長
（最高裁） 、主

任技官（最高裁
を含む。 ） 、地
裁本庁所在地に
ある検審局長等
に任命された者

番号 名 称 目 的 実施時期 期間 場所 人員 備考

38 新任係長研修

職務遂行に必要な知識

及び技能を付与するこ
とにより係長としてふ

さわしい職員を養成す
る ｡

実施機関が
適宜決定

3日

※1

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

未定

新たに係長に任
命された者又は
営繕専門職（最
高裁を含む。 ）

39
新任主任・調査員
研 修

職務遂行に必要な知識
及び技能を付与するこ

とにより、主任・調査
員としてふさわしい職
員を養成する。

実施機関が
適宜決定

3日

※1

裁判所職員
総合研修所
(分室を含

む。 ）
又は

高等裁判所
等

未定

新たに主任・調
査員に任命され
た事務官及びそ
れと同等の者又

は営繕専門職



※2実施機関がその実情に応じて適宜決定することも可とする。

J】
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番号 名 称 目 的 実施時期 期間 場所 人員 備考

40
ジャンプアップ
研 修

職務での問題点の発見
と改善等について研究
及び討議を行うことに
より、仕事の進め方に
関する基本的な能力を
向上させ、中堅事務官
としてふさわしい職員
を養成する。

実施機関が
適宜決定

3日

※1

裁判所職員

総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

未定

採用後7年以上
10年未満の行
(一）事務官
(係長、専門職
以上の職にある
者及び書記官又
は家裁調査官の
任用資格を有す
る者を除く。 ）
行（一）技官

、

41
ステップアップ

研 修

本格的なジョブロー
テーションが始まる前
にその意義を理解さ
せ、動機付けを行うと
ともに、職務遂行能力
の向上を図り、事務局
事務等の一般的な知識

を付与する。

2月から3月

までの間で実
施機関が適宜
決定
※2

3日

※1

裁判所職員
総合研修所

(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

未定
採用3年目の行
(一）事務官
行（一）技官

、

42 事務官法律研修

通信研修及び面接研修
を通じて基礎的な法学
教育を行うことによ
り、資質及び事務処理
能力の向上を図る。

通信研修

実施機関が
適宜決定

面接研修‘
実施機関が
適宜決定

9～

11日

裁判所職員
総合研修所

(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

未定

採用後1年以上

の行（一）事務
官（書記官又は
家裁調査官の任
用資格を有する
者、総合職(I
種、上級）試験
合格者等を除
く。 ）

43 新採用職員研修

国民全体の奉仕者とし
ての使命を自覚させる
とともに裁判所職員と
して必要な基礎的知識

を付与し、裁判所職員
にふさわしい心構えを

かん養する。

実施機関が
適宜決定

4日

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

未定

新たに採用され
た職員（総合職
採用職員を除
く。 ）

番号 名 称 目 的 実施時期 期間 場所 人員 備考

44
トータルキャリア

研 修

高年齢層の職員が、定
年引上げ後も引き続き
その能力・経験を十分
に生かして職務を遂行

できるよう、意識啓発
を行い、今後の自分の
職務について考える契
機とする。

実施機関が
適宜決定

1日

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

未定

当該年度中に5
6歳に達する職
員（医（一）職
員を除く。 ）



3各庁委嘱研修

4研究

10

番号 名 称 目 的 実施時期 期間 場所 人員 備考

45
フォローアップ
セ ミ ナー

裁判所職員として必要
な基礎的知識を確認さ

せ、幅広い視野で職務
を遂行する姿勢をかん
養する。

①2月から3
月までの間で
実施機関が適
宜決定

②実施機関の
実情に応じ
て、①に定め

る日に加え、
実施機関が適
宜決定

3日

※1

高等裁判所
地方裁判所
家庭裁判所

未定

採用後1年程度
を経過した行
（一）事務官、
行（一）技官

46
フレシシ1

セ ミ ナー

職員として当面必要な
知識を付与し、職場へ
の円滑な定着を図る。

採用後勤務初
日及び2日目

2日

※1

高等裁判所
地方裁判所

家庭裁判所
未定
新たに採用され

た職員

番号 名 称 目 的 実施時期 期間 場所 人員 備考

47 合同実務研究

異なる職種の職員に裁
判所の職種間の連携・
協働に関する研究を共
同してさせることによ

り、実務の改善及び向
上に寄与させる。

7． 9

～8． 3
7月
研究員が
所属する
裁判所

未定
書記官、家裁調
査官等

48 書記官実務研究

書記官実務における諸
問題について、体系的
かつ実証的な研究をさ
せることにより、実務
の改善及び向上に寄与
させる。

４
３

。
●

７
８～ 1年

裁判所職員
総合研修所

2 書記官

49

家庭裁判所調査官
実務研究
（指定研究）

同 上
（個人及び
共同研究）

家庭事件調査実務に必
要な理論及び技法に関
する実証的研究を行わ
せることにより、調査
実務能力の向上に寄与
させる。

7． 4

～8． 3

7． 7

～8． 3

1年

8月

研究員が
所属する

家庭裁判所
及び

裁判所職員
総合研修所

研究員が
所属する
家庭裁判所

6

未定

家庭裁判所調査
官実務研修又は
令和4年度以前
の家庭裁判所調
査官応用研修を
終了した者

(個人研究）
家庭裁判所調査
官実務研修又は
令和6年度以前
の家庭裁判所調
査官応用研修を
終了した者
（共同研究）
家裁調査官



5委託研修

6自庁研修
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番号 名 称 目 的 実施時期 期間 場所 人員 備考

50

家庭裁判所調査官
関係機関特別研究
(家事及び少年
関係機関につ
いての研究）

同 上

(心身の鑑別につ
いての研究）

同 上

(更生保護につ
いての研究）

関係機関における業務
の実際に関する研究を
行わせることにより、
調査実務能力の向上に
寄与させる。

7． 7

～8． 3

２
３
８
－

２
３
８
－

8月

1月

1月

派遣先
関係機関
及び

研究員が
所属する
家庭裁判所

矯正研修所
及び

研究員が
所属する

家庭裁判所

法務総合研
究所及び
研究員が
所属する
家庭裁判所

未定

3

3

家庭裁判所調査
官実務研修又は
令和6年度以前
の家庭裁判所調
査官応用研修を
終了した者

家庭裁判所調査
官実務研修又は
令和4年度以前
の家庭裁判所調
査官応用研修を
終了した者

家庭裁判所調査
官実務研修又は
令和6年度以前

の家庭裁判所調
査官応用研修を
終了した者

番号 委託庁 名 称 人員

51 人事院 行政研修（課長補佐級） 未定

52

53

54

55

56

57

財務省

会計事務職員研修

会計事務職員契約管理研修

予算編成支援システム研修

予算担当職員初任者研修

決算書作成システム研修

会計監査事務職員研修

未定

58 国税庁 税務大学校本科特別研修 未定

59 デジタル庁 情報システム統一研修 未定

番号 名 称 目 的 実施時期 期間 場所 人員 備考

60 高裁ブロック研修

知
さ
と
図

な
得
上
を

務遂行に必要
、技能等を習

、執務能力の向
務意識の高揚
。

職
識
せ
職
る

実施機関が適宜決定
高裁管内に勤務

する職員



第2協議会
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番号 名 称 目 的 実施時期 期間 場所 人員 備考

61 自庁研修

職務遂行に必要な知
識、技能等を習得さ
せ、執務能力の向上と

職務意識の高揚を図
る ◎

実施機関が適宜決定
最高裁、高地家
簡裁に勤務する
職員

番号 名 称 目 的 実施時期 期間 場所 人員 備考

62 研修計画協議会
研修実施計画及び研修

運営上の諸問題につい
て協議する。

8． 1． 8(木）

(リモート）
1日
裁判所職員
総合研修所

約30

高裁の次長、首
席書記官、高裁
所在地の首席家
裁調査官（全
員）



第3養成

1裁判所書記官養成課程

2家庭裁判所調査官養成課程
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番号 部 ． 期 実施時期等 期間 人員 備考

63
部
期

一
犯

第
第

7． 4． 1(火） 入所

習
修
修
研

期
式
期

修
所
１

予
入
第

一
へ

ｊ
ｊ
ｊ

火
水
水

く
く
く

１
７
７

４
５
５

7.22(火)～実務修習
10. 1(水)～第2期研修

8． 3．24(火） 修了

1年 未定

第一部入所試
験合格者で、
最高裁が指名
したもの

64 第
一
一 部

第21 期
（ 2年生）

第22期
（ 1年生）

6. 4. 1(月） 入所
4. 1(月)～予修期修習
5． 7(火） 入所式
5． 7(火)～裁判事務修習
10.15(火)～第1期研修

7． 5． 7(水)～第2期研修
7.22(火)～実務修習

10． 1(水)～第3期研修
8． 3．24(火） 修了

7. 4. 1(火） 入所
4. 1(火)～予修期修習
5． 7(水） 入所式
5． 7(水)～裁判事務修習
10.14(火)～第1期研修

8． 5．上旬～第2期研修

7．下旬～実務修習
10．上旬～第3期研修

9． 3．下旬 修了

2年

2年

127

未定

第二部入所試
験合格者で、

最高裁が指名
したもの

番号 期 実施時期等 期間 人員 備考

65 第 21 期

6. 4. 1(月） 入所

4． 1(月)～実務修習（予修期）
(4.4～8を除く。 ）

5． 7(火） 入所式
5． 7(火)～前期合同研修

7. 16(火)～実務修習
7. 9.16(火)～後期合同研修
8. 3.24(火） 修了

2年 54

令和6年度採
用の家裁調査
官補で､最高
裁が指名したも
の

66 第 22 期

7. 4. 1(火） 入所

4． 1(火)～実務修習（予修期）
(4.4～8を除く。 ）

5． 7(水） 入所式
5． 7(水)～前期合同研修

7.22(火)～実務修習
8． 9． 中旬～後期合同研修
9． 3．下旬 修了

2年 未定

令和7年度採
用の家裁調査
官補で､最高
裁が指名したも
の
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新任係長研修

新任主任・調査員研修
…謀夢溌溌…識:鑑…累罫鐸

ジャンプアップ研修

ステップアップ研修

長等(総務･人事･会計)研修
炉 炉 ◆ 令 ● + ÷ ＝ ● 凸 今 申 ■ g g 4 ■ 晶 ▲ ■ ■ ①

訟廷管理係長研修

係長等(総務･人事･会計)研修
炉 炉 ◆ 令 ● + ÷ ＝ ● 凸 今 申 ■ g g 4 ■ 晶 ▲ ■ ■ ①

訟廷管理係長研修

研修事務担当者研修

情報処理研修

研修事務担当者研修

情報処理研修
事務官法律研修事務官法律研修

書認冒プﾗﾂｼﾕｱﾂ壜家裁調査盲応用研修研

フオローアップセミナー
ID●9F●も■①｡｡●けb■-■■■■■砂｡ 中もむ◆凸･●P･土色･守口耳■甲守‐‐写甲◆◆ 4 Cp 6●･ざ●G官已亭巴さ▲凸凸■4

新採用職員研修:総合職採用職員初任研修

フレッシュセミナー

フオローアップセミナー
ID●9F●も■①｡｡●けb■-■■■■■砂｡ 中もむ◆凸･●P･土色･守口耳■甲守‐‐写甲◆◆ 4 Cp 6●･ざ●G官已亭巴さ▲凸凸■4

新採用職員研修:総合職採用職員初任研修

フレッシュセミナー
事務官専門研修専門研修

11

－－－

口
鰯
童
心

中央研修 高裁委嘱研修 各庁委嘱研 研究 自庁研修 協議会 穫成課程

＊各分野における課題への取組の進展状況や喫緊の課題に応じて、裁判所職員総合研修所長において、別途研修を実施することがある。

養
成

書記官養成課程 家裁調査官養成課程
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令和7年度研修実施計画･令和6年度研修実施状況一覧表 資料5I機密性2】

4 r和7年度 令 ﾛ6年度

幹号 研修名等 実施時期 期間 人員 実施時期 期間 人員 備考

1 ◎家事実務研究会(※） [ﾘ]7.11.5(水)～11.7(金） 3 約100 リ]6.11.6(水)～11.8(金） 3 99

2 ◎少年実務研究会(※） [ﾘ］7.9.10(水)～9.12(金） 3 約100
■
，

ﾘ］6.9.11(水)～9.13
金）

3 100

3 ◎民事実務研究会

第1回

（※）

第2回
（※）

第3回

[ﾘ]7.6.16(月)～6.17(火） 2 約50

[ﾘ］7.12.5(金）

[ﾘ］8.2.20(金）

各1
約50

約50

[ﾘ］6.6.17(月)～6.18(火）

[ﾘ]6.10.7(月）

[ﾘ]6.12.6(金）

[ﾘ］7.2.21(金）

2

各1

50

57

53

約54

4 ◎刑事実務研究会(※） [ﾘ］7.6.16(月)～6.17(火） 2 約60 [ﾘ]6.6.17(月)～6.18(火） 2 58

5 ◎家事特別研究会(※） [ﾘ]7.10.1(水)～10.2(木） 2 約50 [ﾘ]6.10.2(水)～10.3(木） 2 50

6
◎家庭裁判所鯛査
官特別研修

第1回

第2回

第3回

[ﾘ]7.10.14(火)～10.16(木）

7.12.3(水)～12.5(金）

[ﾘ]8.1.21(水)～1.23(金）

各3

約50

約40

約50

[ﾘ]6.10.15(火)～10.17(木）

6.11.27(水)～11.29(金）

7.1.22(水)～1.24(金）

各3

51

38

約37

7 ◎家庭裁判所調査官応用研修 7.7.】(火)～7.4(金） 4 未定 6.7.2(火)～7.5(金） 4 43

8 ◎速記官中央研修 [ﾘ]7.6.25(水)～6.26(木） 2 約20 6.6.26(水)～6.27(木） 2 16

◎総括執行官研究会(☆） －－ 6.7.2(火)～7.4(木） 3 21

9 ◎執行官実務研究会 8.2.25(水)～2.27(金） 3 未定 7.2.26(水)～2.28(金） 3 約20

10 ◎新任執行官研修 7.5.20(火)～5.23(金） 4 未定 6.5.21(火)～5.24(金） 4 19

11 ◎研修指導研究会
第1回

第2回

7.5.28(水)～5.30(金）

［ )]7.12.1(月)～12.3(水）

各3

約50

約50

6.5.29(水)～5.31(金）

［ )］6.12.2(月)～12.4(水）

各3

48

48

12 ◎実務指導研究会

民事 I
刑事 ’
家事 ’

Ｐ
Ｌ
７
下
Ｌ
７
〒
Ｌ
７

j]7.5.9(金）
5.14(水）

j］7.5.9(金）
5.15(木）

ﾉ］7.5.9(金）
5.15(木）

各2

約50

約50

約40

j]6.5.9(木）
5.15(水）

)]6.5.9(木）
5.16(木）

j]6.5.9(木）
5.16(木）

各2

36

41

20

13 ◎情報セキュリティ研修 ［ )]7.11.19(水） 1 約60～8C )]6.11.20(水） 1 80

14 ◎係長等(総務担当)研修
［
7

）］7.9.24(水）
10.2(木)～10.3(金）

3 約50
）]6.9.25(水）
10.3(木)～10.4(金）

3 49

15 ◎係長等(人事担当)研修
［
7

)］7.10.14(火）
11.5(水)～11.6(木）

3 約70 6 10.15(火)～10.17(木） 3 69

16 ◎係長等(会計担当)研修
［
7

j]7.l1.11(火)～11,12(水）
11.17(月)～11.18(火）

4 約60
［
6

）]6.11.12(火)～11.13(水）
11.18(月)～11.19(火）

4 64

17 ◎舩廷管理係長研修 7 5.16(金） 1 約20 6 5.17(金） 1 20

18 ◎研修事務担当者研修 7.6.11(水)～6.12(木） 2 約40 6.6.12(水)～6.13(木） 2 41

19 ◎情報処理研修
第1回

第2回

[ﾘ]7.9.18(木） 1 約100 [ﾘ]6.9.19(木）

[ﾘ］6.9.20(金）

各1

234

[ﾘ]6.9.20(金)を[ﾘ]6.9.19
(木)に変更

20 ◎ﾄｯブマネジメント研究会

第1回

第2回

[ﾘ］7.9.16(火）

[ﾘ］7.9.29(月）

各1

約280

約50

◎首席書記官研究会

第1回

第2回

[ﾘ]6.9.17(火）

6.9.30(月）

各1
[全］

30

[ﾘ]7.1.31追加､期間2日

21
◎首席家庭裁判所
鯛査官研究会

第1回

第2回

[ﾘ]7.9.1(月)～9.2(火）

[参orﾘ]7.11.11(火)～
11.12(水）

2

2

8

約50

)]6.9.2(月)～9.3(火）

)]6.9.17(火）
11.12(火)～11.13(水）

2

3

[全］

[全］ [ﾘ]6.9.17を[ﾘ]7.1.31に変更

◎事務局長研究会

第1回

第2回

)．

）．

6.9.17(火）

7.1.31(金）

'.2.14(金）

2

1

[全］

約24

[ﾘ]6.9.17を削除､期間1日

22 ｡管遡者研究会(組織遮賛)(※)’
■
■
申
j:
)．
7.5.20(火）
7.6.5(木)～6.6(金）

3 未定
[ﾘ］6.5.21(火）
6.6.6(木)～6.7(金）

3 58

23
◎裁判部ゼネラルマネジメント

研究会
［ ﾉ］7.11.27(木） 1 未定－－

24 ｜◎次席書記官研究会
■
■
■

車
■
今
Ｊ
』
７
７
7.8(火）

11.27(木）
2 未定

ﾉ．

）．

6.7.9(火）
6.11.26(火）

2 59

25
◎次席家庭裁判所胴査官等
研究会

凸
■
■
■

７
７
乃
刀
9.8(月）
11.28(金）

2 未定

ロ

ﾛ

ロ

ﾉ］6.9.9(月）
ﾉ]6.9.19(木)～9.20(金）

3 26

26 ◎管理者研究会
［
7

)］7.4.15(火)～4.17(木）
4.21(月)～4.22(火）

5 未定 p

l

)]6.4.16(火)～4.18(木）
4.22(月)～4.23(火）

5 140

27 ◎中間管理者研修I

第1回

第2回

第3回 ’ 18

第4回 ’

［

7

)］7.9.4(木)～9.5(金）

10.7(火)～10.8(水）

ﾘ］7.9.4(木)～9.5(金）
7.10.9(木)～10.10(金）
[ﾘ]8.1.14(水)～1.15(木）
.2.3(火)～2.4(水）

[ﾘ]8.1.14(水)～1.15(木）
8.2.5(木)～2.6(金）

各4

約100

約100

約100

約100

D

l

）］6.9.5(木)～9.6(金）
10.8(火)～10.9(水）

ﾘ］6.9.5(木)～9.6（金）
5.10.10(木)～10.11(金）

ﾘ］7.1.15(水)～1.16(木）
､2.4(火)～2.5(水）

[ﾘ]7.1.15(水)～1.16(木）
7.2.6(木)～2.7(金）

各4

83

79

約80

約80



． （☆)を付したものについては､隔年実施

･中央研修については､［ﾘ]→リモート､無印→参集､ ［参orﾘ]→参集･リモートの別が未定のもの
･令和6年度の人員のうち､[全]を付したものは､対象官職の職員全員が参加
･傭考欄には､令和6年度について当初計画から変更等があった内容等を記載

名 和7年度 令和6年属

幹男 研修名等 実施時期 期間 人員 実施時期 期間 人員 備考

28 ◎中間管理者研修Ⅱ

第1回

第2回

[ﾘ］7.10.21(火）
[ﾘ]7.10.23(木)～10.24
(金）

[ﾘ］7.10.21(火）
[ﾘ]7.10.27(月)～10.28
(火）

各3

未定

未定

[ﾘ]6.10.22(火）
6.10.24(木)～10.25(金）

[ﾘ]6.10.22(火）
6.10.28(月)～10.29(火）

各3

70

69

29 ◎裁判部企画官任命前研修 [ﾘ]8.3.19(木） 1 未定 未定 1 未定

30 ◎主任家庭裁判所調査官研修 [ﾘ］7.6.23(月)～6.25(水） 3 未定 [ﾘ］6.6.24(月)～6.26(水） 3 44

31 ◎総合職採用職員初任研修 7.4.4(金)～4.8(火） 3 未定 6.4.4(木)～4.8(月） 3 75

32
◎C

験

A研修実務獄

前期研修

実務研修

後期研修

7.6.23(月)～7.11(金）

7.7.14(月)～8.15(金）

7.8.18(月)～9.5(金）

15

23

15

未定

6.6.24(月)～7.12(金）

6.7.16(火)～8.16(金）

6.8.19(月)～9.6(金）

15

23

15

60

33 ○番配官ブラッシュアップ研修
7月から9月までの間で実
施機明が滴宜決定

5 未定
7月から9月までの間で実
施機関が適宜決定

5 313

34
曹季峰宰荊グノI醗上■面云”WI

究今
実施機関力 適宜決定 3 未定 実施機関力 適宜決定 3 未定

35
シレ、叩Ug詞、~ゆ満U刃J／U野即一■ロマ

実務研究令
実施機関力 適宜決定 1 未定 実施機関力 適宜決定 1 未定

36 ○事務官専門研修 実施機関力 適宜決定 2～3 未定 実施機関力 適宜決定 2～3 未定

37 ○新任中間管理者研修 実施機関力 適宜決定 5 未定 実施機関力 適宜決定 5 未定

38 ○新任係長研修 実施機関力 適宜決定 3 未定 実施機関力 適宜決定 3 281

39 ○新任主任･調査員研修 実施機関力 適宜決定 3 未定 実施機関力 適宜決定 3 未定

40 ○ジャンプアップ研修 実施機関が適宜決定 3 未定 実施機関が適宜決定 3 未定

41 ○ステップアップ研修
2月から3月までの間で実
施機関が適宜決定

3 未定
2月から3月までの間で実
怖鎚題ポ;商官津壼

3 未定

42 ○事務官法律研修

通信研修

面接研修

実施機関が適宜決定

実施機関が適宜決定 9～11

未定
実施機関が適宜決定

実施機関が適宜決定 9～11

293

43 ○新採用職員研修 実施機関が適宜決定 4 未定 実施機関が適宜決定 4 未定

44 ○トータルキャリア研修 実施機関が適宜決定 1 未定 実施機関が適宜決定 1 未定

45 ◇フォローアップセミナー

①2月及び3月までの間で
実施機関が適宜決定
②実施機関の実情に応じ
て､①に定める日に加え、
実施機関が適宜決定

3 未定

①2月及び3月までの問で
実施機関が適宜決定
②実施機関の実情に応じ
て､①に定める日に加え、
実施機関が適宜決定

3 未定

46 ◇フレッシュセミナー 勤務初日及び2日目 2 未定 勤務初日及び2日目 2 未定

47 合同実務研究 7.9～8.3 7月 未定 6.9～7.3 7月 7

48 書配官実務研究 7.4～8.3 1年 2 6.4～7.3 1年 2

49

詔、ー…p粗〃〃ロW叩一円〆、租勾”Uジ図

(指定研究）
同 上

(個人及び共同研究）

7.4～8.3

7.7～8.3

1年

8月

6

未定

6.4～7.3

6.7～7.3

1年

8月

6

10

50

家庭裁判所鯛査官関係機関
特別研究(家事及び少年関係
機関についての研究）

同 上

(心身の鑑別についての研究）

同 上

(更生保識についての研究）

7.7～8.3

8.2～3

8.2～3

8月

1月

1月

未定

3

3

6.7～7.3

7.2～3

7.2～3

8月

1月

1月

16

3

3

60 ●商裁プﾛｯｸ研修 実施機関が適宜決定 実施機関が適宜決定

61 ●自庁研修 実施機関が適宜決定 実施機関が適宜決定

62 ◎研修計画協蟻会 [ﾘ］8.1.8(木） 1 約30 [ﾘ］7.1.9(木） 1 約30

63
瞥妃官養成謀程

第一部
第22期 7.4.1(火)～8.3.24(火） 1年 未定 6.4.1（月）～7.3.25(火） 1年 231 令和6年度欄は第21期生

64
書紀官養成課程
第二部

第21期

(2年生）
第22期

(1年生）

6.4.1(月)～8.3.24(火）

7.4.1(火)～9.3月下旬頃

2年

2年

127

未定

5.4.1(土)～7.3.25(火）

6.4.1(月)～8.3.25(水）

2年

2年

93

127

令和6年度欄は第20期生

令和6年度欄は第21期生

65 家裁調査官養成課程第21期 6.4.1(月）～8.3.24(火） 2年 54 5.4.1(土)～7.3.25(火） 2年 53 令和6年度欄は第20期生

66 家裁鯛査官養成課程第22期 7.4.1(水)～9.3月下旬頃 2年 未定 6.4.1(月)～8.3.25(水） 2年 54 令和6年度欄は第21期生



資料6
(2024.12-16錘寄）

I磯密性Z】

司法研修所との合同実施状況一覧表（令和2年度～令和6年度）

、

修
テ

実施時期
(合間実塘日数）

参加
人貝

研

（
等の名称
一マ蝉》

備考年度

5/19～21
（1日間）

6/12～13
（1日間〉

11/18～19
（1日間）

~‐‐‐？‐‐‐‐‐‐‘ﾛ‘･‐‐

11/5

（1日間）

10/8

（1日間）

3/2，4，9，15
の中で商裁別に
各1日

笹理者研究会（組織運営）
（支部遮営における本庁との述挑について）
■ー■‐庫■‐■ー■‐‐再■‐Ⅱ■■■Ⅱ■｡■ー■-1■I■■■1■色■‐｡‐■一口■‐○曲■毎や■争いの■■■■■■‐凸｡■■1■や■'■画■‐■■1■●句ロ■‐‐■■q■1■■ロー■■■1■｡■■ロロ･■■■1■‐■

民事実務（所舩）研究金
（民聯立会部における裁判官と番記宮との協働について）

刑事実務研究会
（刑率砺件における裁判官と書記官の協働について）
■ぃ毎②■■吟野■■句や■‐●毎■■句■－句‐‐車＝■1■■■‐■■■■ロﾛ■q■■■1■■｡■●■■■■1■■■■一一■■■1■1■口ロー■ー■凸由｡＝－－ロー■■1■毎凸■●■■■争一●ｨ■＝■●●向一口旬■

家事実務研究会
（家事聯件における家庭城判所の機能充実に向けた聯稲間連挽、面会交流聯件における辮理と測交）

家事特別研究会
（基本計画を踏まえた後見人等の避任の在り方、これからの報酬付与の在り方等）
一口幸■■卑一･己■一‐②＝■‐■■I■1■＝■－4■■わ■－■■1■1■凸1■＝■■1■1■■■－口1■●■ロロ‐●‐q■■■＝‐ロ今己‐むめ＝‐●●●■｡‐●‐■や●■②今■‐｡｡』■■ロー■‐‐●●‐‐4■■一口

少年実務研究会
（少年群判の機能充実に向けた職種間連携）

約60 研修中止

b■■U■一■■■‐ニーー毎戸■師一ロロ1■Ⅱ■ロロ

研修中止

研修中止

Bq■Ⅱ■I■■Ⅱ■中■＝ー■■■わ■■‐■‐■毎口■

H16、H19～合同実施

■←■■~今一一●‐己子や←。■凸一一一＝一‐一口

腿4～合間実塘

､－1■凸■色■,4■q■q■1■｡I■●－－や一己■‐●ロ

合同実施は中止
家救卿査官研究員泓独実施部
分を実施

■■－■吾Eb4】■ロイPｲ E

ロ
０
０
－

０
－
０
．
５
５
号
０

５
－
５
．
密
調
一
侯
罰

2 ‐■

調50

管理者研究会（組織運営）
（支部運世における本庁との連携について）
ロロ1■1■1■1■1■1■1■I■1■I■■中－1■■I■－1■画1■‐｡②■●●■口｡‐1■■●‐めい･－.■一口1■‐1■‐●●■‐‐■‐ー4■■＝■一q■1■ロロq■■’＝－=。■■■ロー■■■ーロロ■■■凸■ロ■わｰ1■画一＝■甸画■■■《■●4■｡■●■■●わ‐ロー●

民事実務（所舩）研究会
（民郡立会部における裁判宮と書記官との協働について）
＝－勾守 一毎句●ｨ■－｡＝÷~吟 一一一4■‐‐ｰ■輔一一一－一一口－－ローーヰロ凸■ロロ－1■ロロロ｡■ロロロー■I ■ローーーー凸凸凸一一■■■ー－凸■＝凸1■一一一一寺一■凸‐●－＝■ 一 ÷ 一‐~寺一一一一争一一一＝－＝一‐一一＝●一●

刑事実務研究会
（刑叫刺『件における裁判官と搭記官の協働について）
■ー捧ローーーローロ■＝■一口ローI■1■■■1■－1■■｡I■』■ロロ■■■1■■■■‐■凸口毎伸一争q■■‐‐4■色■■＝‐句■■・●‐旬●■4■b○七争q■■｡■旬■■轡句■■‐■口■●‐■吟一口■1■P4■■‐‐ー‐‐‐｡｡‐●酉■－－■■ー■1■1■』■■■■1

家事実務研究会
（家本ﾘ『件における家庭裁判所の機能充実に向けた職種間連携、面会交流率件における審理と調壷）
－－垂＝缶一や■●マーー●－－・●■■－－－－－－－●●や-4■一一◆－一一一一一■一一二』■‐■■ーローーーーー与一d■ロロq■q■■■q■■■■■ー‐－｡｡q■ー。ー一ロロ■■‐。｡■■ー凸凸■寺■＝争一＝ー＝‐q■､一一＝ーー~一●一一｡‐一一一ー－－－－一

家事特別研究会
（韮木刷画を踏まえた後見人弊の選任の在り方、これからの報酬付与の在り方等）
＝寺一 ＝｡＝｡一口今一一寺 一 一一-一■一一一一毎一■ロー■－－一＝一一■＝ーー■ロロ■＝ロロ●■ ■ロロ■■ーロローー､■－口＝1■■や口中中や画一＝垂毎－一一一幹凸今一一●口一一■一一苧 一一一 4■今一一一一一一 一一一 -－－一己一画＝一一

少年実務研究会
（少年審判の機能充実に向けた轍噸110連携）

5/18～20
（1日間）

epや■●‐⑨‐‐‐■‐

6/9～10
（1日間）

11/10
（1日間）

11/17～18
（2日間）

●今｡÷一一一÷ 一ロ■、今

10/7～8
（2日間）

12/20～21
（2日間）

約60

F‐‐■

“

研修中止

6/9で実施
H16～合同実施（1123を除
く）

1116～1119, 1125～合同実施50

3

０
９
↑
・
０
０

５
４
今
０
』
５
５

審
鯛
－
５
．
嘗
鯛

H16, 1119～合同実施

一幸モーーーロ毎一一参一一一c-

H24～合同実施

Hl7、Ⅱ18，N20～合同実施〈ただし、
彫は合間爽施中止、蹴戯閃査宙研究、
単静迎堵飢仲悪貨峰）

次書24
5/24～26
（1日間）

6/22～23
（1日間）

12/7～8
（1日間）

11/8～10

（2日間）

10/5～6

（2日間〉

9/7～9
（2日間）

蟹理者研究金（組織運営）
（支部運営における本庁との連携について〉
一一一一一参一一心幹一一一凸一一一＝ー一一■＝＝‐F■－口｡●申一一一ローーー■‐つ－＝凸一一一＝一ローーー■■マーーーーロ■‐■‐÷‐‐4■eや4■､一＝＝一 ＝一ー■、一一口一一口一子寺＝

民事実務研究会（第1回）
（民1F立会部における叙判官と書記官との協働について）
亭■ローq■色■■q■‐ロロ■■■1■q■q■Ⅱ■＝1■q■■■1■q■｡■毎｡■■q■●■4■‐●ィ■■毎句1■■‐‐q■ィ■■守口句■－－0■ロロq■ー⑤ロー‐■■口一一■Fpq■q■ロﾛ■q■Ⅱ■ロﾛ■q■■■凸P七q■Ⅱ■‐■'■

刑事実務研究会
（刑郡聯仲における裁判官と瞥記官の樫働にういて）

一 ÷一一●令÷｡‐今一今●－キー一一＝一今●4■■一』■二一一一ローーーーーーーニq■ー■●q■■■｡■■q■q■q■ccq■ーⅡ■‐凸＝I■q■士一一q■■■凸凸一口凸凸｡＝凸一一一■■一一＝寺令‐一一勺q■Fe－－

家事実務研究会
（家事辨件における家庭蛾判所の機能充実に向けた磁極間連携、調停運営の在り方）
■1■1■■■■‐■■■ー■ロー■－■■1■1■｡■■1■一ロローー早口■－■凸I■●凸幹■ｨ■＝■色甸■＝缶争■■■＝■句■‐■わ●■②や●■■■毎■■■●＝■I■‐争申＝｡‐｡■4■ィ■■‐■‐画■

家事特別研究金
（避本61画を蹄まえた後見人等の選任・交代の在り方、新たな報酬算定の運用イメージ等）
÷~一一‘･ロトや~一･･‘･'･ー.~.･了－－．，－~~~~~一一・‘･‘ﾛｰｰｰ‘･‘･‘･‘･~~~中一一一一画~~一一=一宇｡｡､-.,･ﾛｰｰｰｰ｡｡一=凸一一一・・~ やー‐~ ~.｡ー~.一

少年実務研究会
（少年群判の審理における職種間連携の在り方）

H2&～合同実膳（R2、R3を除
く）

1116～合間実施（1123を除
く）

次画11
－

欲長22
●‐｡｡‐一一＝冬

60

｡｡｡■q■‐■1■一一｡I■■イ■‐■イ■イ■

1116～川9，Ⅱ25～合同実麓

厘一●＝~マーー午■ー●－垂ら－幹一一＝一寺一

肌6．M19～合閥実施

し●－■や■■｡｡｡■◆｡一一■●■町一曲■~

H24～合同実胞

■’■凸－－－－口口■－－申一宇q■1■＝＝一一一一

肌7.K18.にo～合同真施（た笛し、
瞳は合侭賞連1$8止・家蝕寅査官碕完貝
単独実幽郊分全寓飽）

■

９
一
栂
網
一
０
－
相
印

４
－
書
綱
唖
５
－
書
鯛

４ ＝一一｡‐一一｡｡‐今今

● b P 炉令一 一 L一 一一

次書19
－

次調155/23，6/8～9
（1日間）

6/19～20
（1日間）

6/19～20
（1日間）

11/7～9

（2日間）

10/4～5

（2p間）

9/6～8

（2日間）

5/21，6/6～7
（1日間〉

6/17～18

（1日間〉

12/6
（1日間）

6/17～18
（1日間）

11/6～8

（2日間）

10/2～3

（2日間）

9/11～13
（2日間）

管理者研究会（組織運営）
〈支部遮営における本庁との述鵬について）
－－－■－－台■■白一色■一一一＝一一‐ 一●－｡■一ｲ■1■等や÷・ 一ゆニニニーーーー一己－＝一一‐■ニローーP＝－1■ロー■■ ■毎■●■ロロニー●ロロ■■－■七一■ロロロロロ｡■ロロ古缶凸昔缶垂■■缶1■q■ロー告一一■‐＝－－－句■■－ 1■毎一

民事実務研究会（第1回）
（民聯立会部における裁判官と裕記官との協働について）
■｡●■己●●ｨ■■●●●■毎や●■■一4■■ーーー4■凸q■ー■‐ー■＝一一』■I■ーq■午1■ーーq■｡d■q■Ⅱ■q■‐ーーq■■I■q■q■＝■‐q■■■1■｡‐■■■一口q■q■ロローロ■凸由ロ｡●●｡‐q■｡■■幸毎句■‐‐句1■eやや■‐争勺ｨ■1■色●や毎■‐律■

刑事実務研究会
〈刑耶嚇件における裁判官と併記官の協働について）
－－■ローー■申一一己一ニーーーーーーロー■■ ■ロロロ■｡■■■‐ロロロ■＝凸一寺｡一一一＝己口毒一一＝－－－口一一 一一 一一 一一今＝4■ロー－－ 一一号 一一一 一一◆・◆デー‐‐一一＝‐一律一一口写■■‐一口ロニー■一一一』■＝ー4■Ⅱ■ーー中画一

寒事実務研究会
（充実した綱停遮営と職1mI11Iの遮携協働の在り方）
－Ⅱ■■1■』■q■凸Cl■Ⅱ■ロロq■Ⅱ■ロロ■可■Ⅱ■■I■I■－■■■■－●Ⅱ■凸■凸＝I■ロー色q■■●■■争句毎■●●●1■1■■●‐働■■毎町eｲ■－●｡■ｨ■毎伸●1■■●ぬ■■-口■■口■■■■◆‐‐毎■■q■』■ロロ｡■Ⅱ■ロﾛ■－口■■－1■凸■I■q■

家事特別研究会
（基本計画を踏まえたチーム支援と家庭裁判所の役割、報酬算定の在り方等）
一一今一一一一一●‐－凸＝－一一一一一今一一一一口一■口一一一｡＝一一一‐ーローーロローー●凸■ーー■由－1■垂一凸画一‐｡｡‐ローーーーーー・■凸■■ー＝＝ー－－－一一＝凸÷舎今幸一守一＝＝ ＝－毛一一一一争一一七一一一 ÷ 一一一一参一一.■ー■

少年実務研究会
(少年稀判の機能充実に向けた職種間連携）

管理者研究金（組織運営〉
（支部遮営における本庁との述携について）
車･■‐ロロ－1■｡■■ ■Cc－－ロローー■＝－垂■■－‐凸凸ロー=■一一＝－－－■＝－句｡｡■垂垂■■一一一一一一一一一一一●･守今＝･･－－－－－－一一一＝ー一一争一口白●一一一一一ﾛ■ 一 一一一一｡｡＝‐争一一 一一≠‐‐‐ー一pP－

民事実務研究会（第1回）
（民辨立会部における裁判官と書記官との協働について）
-.,...-.,...‐‐‐‘...‐－．．－，－，．－－－－－，_‐．．‐‐‐‐‐‐‐：‐---..-.,.．‘.‐-.,‘ﾛ.‐‐－－ －．．－－．－－－－．．．．．.‘.‐.,..‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐..‘.._,‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‘･‘.‐‐‘.‐..‐‐‐‘.‐‘...‐‐‘･‘.,.‐‘

民事実務研究金（第3回〉
（民聯立会部における裁判官と併記官との協働について）
■■■ー■■ロー‐■I■●‐■■‐‐‐■ーー■■■｡■■■●q■■1■1■1■■■ー■■■I■■■■曲■■＝＝Ⅱ■■■画1■＝■■■1■■ロー句■■－口■凸凸＝ロ■■‐ｰ■■毎毎■■■缶■■■■■｡陣■■旬｡■■齢■＝＝‐働■■●凸■■■旬■■の句■■毎②■■○

刑事実務研究会
（刑事凍件における裁判官と書記官の協働について）
一色一年。‐●●や一一‐一÷－■■一一一一一一一凸●‐一口参ら－‐･■‐毎一一一与与一一一一一■－＝一ー』■』■ー一一一二－－－－－ー｡■■■■－－－‐ー凸■●■‐ー‐‐'■｡ご■凸■凸凸一一一凸一一一一凸一寺一一一■'■‐ー凸'■■ー‐●＝一一‐‐寺一一‐

家事実務研究会
（充実した調停運営と職秘iWjの連携憾働の在り方）

家事特別研究会
（報酬算定の在り方、財歴符理本務の監柊の在り方、身上保識那務の監督の在り方）

少年実務研究会
（少年辮判の審理充実に向けた職種冊連携）

H24～合間実施（R2． R3を除
く）

H16～合阿実施（Ⅱ23を除
く）
q，q，画凸＝－⑤一己，■■凸q■q■■■■q■凸ロー‐｡

H16～1119、Ⅱ25～合同実施

1116, 1119～合同実施

卜②■己争■■口偉や■己●⑤■■‐■■ー■P‐

1124～合同実施

脱7.H18．1世o～合同寅粘（ただし．
亜ば合同翼堵中』上．噸蝕爽査商碕究ハ
単独実施部分砦寅胞）
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次書20
M24～合同実施（R2、R3を除
く）

HI6～合同実施（H23を除
く）
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鶴
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》
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岡次

H16～I”、1125～合同実施

Ⅱ16,1119～合同実施

卜甸■■守口■毎や｡■■■②ロ毎■q■ローローー

H2‘i～合間実施

F一 一一一一一｡●●●●－－ 一 一一蝉＝

Ⅱ17，1噸、砥0～台掴翼維（ただし、
砥は合伺翼錐中止療麓■壷研究負
“責飽託分駐寅路〉
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書49
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年 度

実施本数

参加人員

R2

2

150

R3

5

349

R4

6

402

R5

6

403 5


